
大豆油インクを使用しています 

4.1
【座間市のお知らせ】 879

市の人口●129，296人（＋346人） 
市の世帯数●54，165世帯（＋436世帯） 
 平成23年３月１日現在（　）は前年同月との増減 

平成23年 
（2011年） ●みんなの健康（3面） 

●○○○○○○○○○○○○○（4面） 

●ざまインフォメーション（6・7面） 

●みんなの健康（3面） 
●新しい組織の紹介（4・5面） 
●仮称「座間市暴力団排除条例」にご意見を（6面） 
●公共下水道で快適な環境を（7面） 
●ざまインフォメーション（8・9面） 
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　市では、平成１９年度から災害や犯罪などの情報を配信する座間市緊急
情報メールいさま（メールサービス）を行っていますが、４月１日から
その仕様が変更になります。
　災害や犯罪による被害を未然に防ぐためには、市民の皆さんと情報を
共有し、万が一に備えることが大切です。携帯電話を操作することで、
簡単に登録することができますので、ぜひ登録をお願いします。

登録方法
　市ホームページまたは、下記のＱＲコードにより、４月１日から下図
の手順で登録することができます。登録に必要なものは、携帯電話やパ
ソコンのメールアドレスだけで、登録者の氏名や住所は必要ありません。
　また、登録されたメールアドレスは厳重に管理されるとともに、六つ
の情報以外でメールを送信することもありません。
○費　用　無料（電子メールの受信に掛かる通信料およびインターネッ
トの接続に伴う費用は、各自負担）

ご利用ください！座間市ホームページご利用ください！座間市ホームページ
　市では、ホームページで災害情報をはじめ、さまざまな行政情報
を紹介しています。最新の情報をいち早く市民の皆さんにお届けし
ていますので、どうぞご利用ください。
URL http://www.city.zama.kanagawa.jp/

市民の皆さんと緊急情報を共有します市民の皆さんと緊急情報を共有します
座間市緊急情報メールいさま（メールサービス）にご登録を！

【今まで、座間市緊急情報いさまを受信していた方へ】
　３月までメールサービスを受信されていた方で、承認手続きをさ
れた方は、通常通りご使用になれます。
　承認手続きをされていない方は、大変お手数ですが、右図にした
がって、再度、メールアドレスの設定をお願いします。

配信内容
　建物火災、行方不明者、不審者、光化学スモッグ、イベント中止、そ
の他の緊急情報の六つの情報を各担当から電子メールで配信しています。
また、配信した情報は、「座間市緊急情報サービス携帯サイト」として、
どなたでも自由に閲覧することができます。

都市間交流を進めている福島県須賀川市への緊急支援物資を積み込む市職員

市では、４月１日に行政組織を改正し、４月４日から新組織で業務を行います。
新しい課の業務内容・連絡先・市庁舎内での場所は、４・５面に掲載していますので、ご覧ください。
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【救援物資内訳】

○ペットボトル（座
間の水）５００ミリリ
ットル　２，４００本

○毛布　３００枚

○アルファ化米（非
常用米飯） 
２，５００食

○その他
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担当 安全防災課
1０４６（２５２）７３９５　5０４６（２５５）３５５０

　市では、この大地震に対して義援金の募
金箱を設置しています。寄せられた義援金
は日本赤十字社と連携し、被災地へ送りま
す。皆さんの温かいご支援をよろしくお願
いいたします。　
○設置期間　３月１４日から（終了は決まり
次第お知らせします）
○募金箱設置場所　市役所１階福祉支援
課、各出張所、市公民館、北・東地区文
化センター、青少年センター、図書館、各消防署、ハーモニーホール座
間、スカイアリーナ座間に設置しています。
※日本赤十字社では郵便振替による義援金も受け付けています。詳しくは、
日本赤十字社神奈川県支部振興課　1０４５（６８１）２１２３にお問い合わせくだ
さい。

担当　　　　　　　　　　福祉長寿課　1０４６（２５２）７１２７　5０４６（２５６）３６００

義援金の募金箱を設置義義援援金金のの募募金金箱箱をを設設置置
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  ZAMA

在在宅宅精精神神障障害害者者へへののババスス回回数数券券・・
福福祉祉タタククシシーー券券・・自自動動車車燃燃料料助助成成金金のの支支給給

　市では、バス回数券、福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券
のいずれかを次のとおり交付します。
○対　象　本市に住民登録（外国人登録を含む）をしていて、精神障害
者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証（精神通院）の両方を持つ方
○支給するもの　【１級】バス回数券、福祉タクシー利用券、自動車燃
料費助成券（対象者の日常生活のために家族が運転する場合に限り選
択可）のうち一つ【２・３級】バス回数券、福祉タクシー利用券のど
ちらか一つ 
※身体・知的障害者で福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券の対
象でもある方は、それらも含めていずれか一つの選択になります。
○交付枚数　福祉タクシー利用券は申請月から平成２４年３月までの月数
×（５００円券１枚＋１００円券５枚）、自動車燃料助成券は申請月から平
成２４年３月までの月数×１，０００円券１枚、バス回数券は申請月から平
成２４年３月までの月数×１冊（１，０００円分） 
※手帳の有効期限が平成２４年３月より前に到来する場合、交付は有効
期限月分までで、それ以降は更新後に改めて申請が必要です。 
※福祉タクシー券と自動車燃料費助成券は、今年度から交付枚数の範
囲内で利用枚数の制限が無くなりました。
○申請方法　本人または家族が精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療
受給者証（精神通院）、印を持って担当へ（自動車燃料費助成券の希
望者はこれらに加えて運転する家族の運転免許証と自動車検査証も持
参）
担当　　　　　　　　障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

心身障害者手当
○対　象　４月１日現在、市内に１年以上居住し、平成２３年度（平成２２
年分）の市民税が非課税の世帯であって、次のいずれかに該当する方

　①知能指数４１以上５０以下で療育手帳Ｂ１
　②知能指数５１以上７５以下で療育手帳Ｂ２
　③身体障害者手帳４級から６級まで
　※施設入所者（通所は除く）、生活保護受給者、県在宅重度障害者等
手当の受給資格者は対象になりません。

○支給額　①の対象者には年額１１，５００円、②③の対象者には年額１０，０００
円を、９月に支給

○申請方法　７月２９日（金）までに対象者本人または代理人が身体障害
者手帳または療育手帳、印、預金通帳を持って直接担当へ

担当　　　　　　　　障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

在宅の身体・知的障害者のための助成制度の在宅の身体・知的障害者のための助成制度の
申請受け付けを開始申請受け付けを開始
　市では、在宅の身体・知的障害者の日常生活を手助けするために、次
の助成制度の申請受け付けを開始します。

担当　　　　　　　　障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

　福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券のいずれかを次のとお
り交付します。なお、自動車燃料費は、対象者の日常生活のために家族
が運転する場合も助成します。
○対　象　在宅の身体障害者（視覚障害者・肢体不自由で上肢２級のみ
を除く身体障害者手帳１ ・ ２級または内部障害の身体障害者手帳１級）、
知的障害者（療育手帳Ａ１・Ａ２または知能指数３５以下）、特定疾患
 罹  患 者または小児特定疾患罹患者
り かん

○交付枚数　福祉タクシー利用券は申請月から平成２４年３月までの月数
×（５００円券１枚＋１００円券５枚）、自動車燃料助成券は申請月から平
成２４年３月までの月数×１，０００円券１枚 
※福祉タクシー券と自動車燃料費助成券は、今年度から交付枚数の範
囲内で利用枚数の制限が無くなりました。

○申請方法　本人または代理人が、身体障害者
手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証、小
児特定疾患医療給付決定通知書のいずれかと
印のほか、自動車燃料費助成券を希望する場
合のみ運転免許証および自動車検査証を持っ
て直接担当へ

　外出が困難な障がい者の自宅で理容または美容のサービスを受ける場
合などの費用の一部を次のとおり支給します。
○対　象　在宅の身体障害者（身体障害者手帳１・２級）および知的障
害者（療育手帳Ａ１・Ａ２または知能指数３５以下）のうち次のいずれ
かに該当する方（施設入所者、生活保護受給者は支給対象外）①６５歳
未満で障がいによる寝たきりの方②平成２２年度（平成２１年分）の市民
税非課税世帯

○助成内容　上記①の対象者に出張券（５，７００円×４枚）を、②の対象
者には助成券（２，０００円×６枚）を支給

○申請方法　５月３１日（火）までに、本人または代理人が身体障害者手
帳または療育手帳、印を持って直接担当へ

日日常常生生活活用用具具支支給給対対象象をを見見直直しし
　市では、今年度から点字ディスプレイ、ネブライザー、電気式たん吸引
器、紙おむつの支給対象を見直しました。見直し内容は次のとおりです。
〇支給対象
　〈点字ディスプレイ〉
　　視覚障害２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
　〈ネブライザー〉 

①呼吸器機能障害３級以上の身体障害者手帳をお持ちの方 
②医師意見書によりネブライザーの使用が必要と認められる身体上
　の障がいの程度が２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

　〈電気式たん吸引器〉 
①呼吸器機能障害３級以上の身体障害者手帳をお持ちの方 
②医師意見書により電気式たん吸引器の使用が必要と認められる身
　体上の障がいの程度が２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方 
　③医師意見書により電気式たん吸引器の使用が必要と認められる音
　声機能障害３級以上または言語機能障害３級以上の身体障害者手
　帳をお持ちの方

　〈紙おむつ〉
　　１８歳未満に発現した二分脊椎、急性脳症、脳性麻痺などによる脳原
性運動機能障害または、児童相談所から重症心身障害児（者）に認定
されているもので、排尿もしくは排便の意思表示が困難な３歳以上の
もの
※補助を受けるには購入前に申請が必要（所得制限などの要件もあり）
となりますので、ご注意ください。
※支給内容の詳細については、担当にお問い合わせください。

担当　　　　　　　　障がい福祉課　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券

理髪券・美容券助成
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担当　健康づくり課 　1046（252）7225　5046（252）7043

▽とき＝４月１８日（月）午前９
時３０分～１０時３０分受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容
＝身体測定、尿検査、血圧測定、
体脂肪測定と相談、禁煙相談（対
象は１カ月以内に禁煙を始めた
い方。要予約）▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝随時▽ところ＝市役所
２階健康づくり課▽内容＝食事
療法や健康全般についての栄養
士・保健師による相談▽持ち物
＝健康手帳（お持ちでない方に
は当日発行）▽申込方法＝電話
予約

▽受付時間＝午後１時１５分～２時
１５分（時間厳守）▽ところ＝市民
健康センター▽対象＝３カ月～７
歳６カ月未満（なるべく１歳６カ
月までに）

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・育児の相談▽持
ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝４月１５日（金）午
後２時～３時３０分（受け付
けは午後１時５０分まで）▽
ところ＝市民健康センター
▽内容＝新しい友達をつく
りたい保護者のための教室。
赤ちゃんと楽しく遊ぶ▽対

象＝３カ月～４カ月児とその保護者▽定員＝３０人（申
込順）▽持ち物＝母子健康手帳、バスタオル▽申込方
法＝電話予約

▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝初産で妊娠２０週～３５週の方と夫▽
受講料＝５００円（テキスト代）▽持ち
物＝母子健康手帳、筆記用具▽申込
方法＝４月７日（木）までに電話で
担当へ

▽とき＝４月１５日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談▽申込方法＝電話
予約

▽とき＝４月１９日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成２２年１２月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳をお
持ちになり受診してください。

▽とき＝４月２６日（火）午前９時１５分～９時３５分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝むし歯予防
について▽対象＝１歳～１歳１カ月児（第１子に限る）▽
定員＝２３人（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、歯ブ
ラシ、コップ▽申込方法＝電話予約

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成２１年９月
生まれ◆歯科▽とき＝４月１３日、２０日いずれも水曜日
午前９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民健康センター
▽対象＝平成２１年８月生まれ

▽とき＝４月２７日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
と育児相談など（予防処置は希望者のみで５６０円かかり

ます）▽対象＝平成２１年３月生まれ
▽持ち物＝母子健康手帳、歯ブラシ
▽申込方法＝直接会場へ（事前通知
はありませんのでご注意ください。
なお、対象月に受けられなかった方
は、担当にお問い合わせください。

▽とき＝４月１２日（火）午後１時～
２時▽ところ＝市民健康センター▽
対象＝平成１９年１０月生まれ▽持ち物
＝母子健康手帳

健康相談

個別健康相談

とき（指定日厳守）
対　象

１６日～末日生まれ１日～１５日生まれ
４月４日（月）４月１日（金）５月生まれ
４月６日（水）４月５日（火）１１月生まれ
４月８日（金）４月７日（木）７月生まれ

４月１１日（月）５・１１月生まれ
４月１４日（木）４月１３日（水）８月生まれ
４月２０日（水）４月１５日（金）９月生まれ

ポリオ投与

育児相談
受付時間ところと　き

午前９時３０分
　～１０時３０分

東地区文化センター４月７日（木）
市民健康センター　　１５日（金）
市公民館　　２２日（金）

なかよしベビークラス

発達相談

母親父親教室
内　容と　き

妊娠中の生活、妊娠中の歯
の話

午後２時
　～４時４月１１日（月）

骨密度測定・栄養の話、赤
ちゃんとのふれあい体験

午後２時
　～４時　　１５日（金）

お産の流れと体の回復・体
操、産後の過ごし方と赤ち
ゃんの世話

午後２時
　～４時　　２２日（金）

赤ちゃんの 沐  浴 、妊婦疑似
もく よく

体験、これからに向けて
午前９時３０分
　～１１時４５分　　２３日（土）

４カ月児健康診査

８～１０カ月児健康診査

１歳児歯っぴいバースデー（むし歯予防）教室

１歳６カ月児健康診査

２歳児歯科健康診査

３歳６カ月児健康診査

※聴覚障害者専用問い合わせ先　5０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないように！

救急診療 担当　医療課　1046(２５２)７２９５　5046(２５２)７０４３

◆休日（日曜日・祝日）昼間

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外科・婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆夜　間

受付時間診療場所電話番号診療科目
月曜～金曜日　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆深　夜

診療時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

４４月月～～６６月月はは
狂狂犬犬病病予予防防注注射射月月間間
　４月～６月は、狂
犬病予防注射月間で
す。
　飼い犬は、狂犬病
予防法により、登録
と年１回の予防注射
が義務付けられてい
ます。死亡や転居な
ど、登録内容に変更が生じた場合も手続きが
必要になりますのでご注意ください。詳しく
は、相模獣医師会（http://svma.jp/）また
は担当にお問い合わせください。

担当 健康づくり課
1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５２）７０４３

　市では、高齢の方ができる限り元気な生活
を維持できるよう、介護予防事業への参加対
象者の把握を目的として、毎年、満６５歳以上
の方へ誕生月の翌月に『基本チェックリスト』
を郵送しています。これまでは、同リストで
の判定の結果、生活機能の低下が疑われる方
には「生活機能評価受診票」をお送りし、市
が委託した医療機関で受診していただくよう
ご案内していましたが、国の要綱改正に伴い
３月３１日付で受診制度が廃止となりました。
今後は同リストのみ実施します。ご理解とご
協力をお願いします。

担当 介護保険課
1０４６（２５２）７０８４　5０４６（２５２）８２３８

介 護 予 防 事 業
～生活機能評価のための受診は廃止～
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　市では、４月からスタートする新しい総合計画を効果的に推進すると
ともに、市民の皆さんの行政ニーズを適切に対応するため、このほど、
行政組織を改正し、４月１日から実施します。これに伴い、４月４日（月）
から課などの配置および直通電話番号（ダイヤルイン）が一部変更にな

ります。今回掲載した市庁舎配置図や電話番号一覧表で担当課などを確
認し、お間違えのないようにしてください。
担当　　　　　　　　　財産管理課　1０４６（２５２）７８０１　5０４６（２５５）３５５０

暮らしと環境

業務内容電話番号課名等

転入・転出届、住民票発行
戸籍各種届、外国人登録

（２５２）８０８３
（２５２）８０８４

●戸籍住民課 
窓口係 
戸籍係

ごみ減量化対策
集団資源回収、美化推進
可燃ごみ・資源・し尿・生活排水の収集

（２５２）７９８５
（２５２）７６５９
（２５２）８７２４
（２５２）７５６０

●資源対策課 
資源対策係 
業務係 
クリーンセンター 
粗大ごみ受付専用

広報ざまの発行、ホームページ管理
陳情・要望受付
弁護士相談などの予約・問い合わせ
市民相談
消費生活相談
人権・平和、男女共同参画施策
ＤＶ相談

（２５２）８３２１
（２５２）８１４６
（２５２）８２１８
（２５２）８４９５
（２５２）８４９０
（２５２）８０８７
（２５２）８４８３

●広報広聴人権課 
広報係 
広聴相談係

 
消費生活センター
人権・男女共同参画係

市民参加の方策、協働事業と国際・国内交流の推進
自治会、コミュニティセンター

（２５２）８０３５
（２５２）７９６６

●市民協働課 
市民活動係 
地域振興係

条例、規則などの審査
公文書公開、個人情報保護

（２５２）８２６３
（２５２）８１４４

●文書法制課 
法制係 
情報公開係

災害対策、自主防災組織、防災行政無線
交通安全、防犯、放置自転車

（２５２）７３９５
（２５２）８１５８

●安全防災課 
災害対策係 
交通防犯係

環境政策の推進・企画、省エネの推進
公害防止、地下水の 涵  養 ・保全

かん よう
（２５２）７６７５
（２５２）８２１４

●環境政策課 
環境政策係 
環境保全係

健康・医療・福祉

業務内容電話番号課名等

健康づくり施策の企画、健康講座
狂犬病予防、犬猫など環境衛生
予防接種・乳幼児検診・がん検診

（２５２）７９９５
（２５２）８２３６
（２５２）７２２５

●健康づくり課 
健康づくり係 
 
保健予防係

民生委員、児童委員、福祉団体の育成
高齢者福祉、老人団体の育成

（２５２）８２４７
（２５２）７１２７

●福祉長寿課 
福祉総務係 
長寿係

生活保護の経理・医療・介護
生活保護の相談や申請

（２５２）７１２２
（２５２）７１２５

●生活援護課 
経理係 
生活援護第１係・第2係

介護保険料賦課徴収
要介護認定、要支援認定
介護予防、地域包括支援センター

（２５２）７７１９
（２５２）７５３８
（２５２）７０８４

●介護保険課 
保険係 
認定係 
地域支援係

手当関係、障がい福祉の推進
障害福祉サービス認定

（２５２）７９７８
（２５２）７１３２

●障がい福祉課 
障がい福祉係 
障がい者支援係

子育て支援事業、児童館、児童ホーム
子ども手当、ひとり親家庭の支援

（２５２）７９６９
（２５２）７２０１

●子育て支援課 
子育て支援係 
児童係

保育園の入所
保育所の整備

（２５２）７２０２
（２５２）７２０２

●保育課 
保育係 
施設整備担当

救急医療、地域医療計画
小児医療・障害者医療・後期高齢者保険

（２５２）７２９５
（２５２）７２１３

●医療課 
医療対策係 
医療給付係

税金・保健・年金

業務内容電話番号課名等

軽自動車税、原動機付自転車の標識交付
市県民税の賦課

（２５２）８００４
（２５２）８００７

○市民税課 
諸税係 
市民税係

土地の評価、諸証明
家屋の評価、償却資産

（２５２）８０４３
（２５２）８０４７

○固定資産税課 
土地係 
家屋係

市税の収納、納税証明
市税の納税相談

（２５２）８０２１
（２５２）８０４９

○収納課 
収納対策係 
整理係

国民健康保険税の賦課
国民年金
医療費の支払審査

（２５２）７００３
（２５２）７０３５
（２５２）７６７２

○国保年金課 
国保係 
年金係 
給付係

スポーツ

業務内容電話番号課名等

社会体育の普及
社会体育施設・学校夜間照明

（２５２）８１７７
（２５２）８１６２

●スポーツ課 
振興係 
施設係

都市計画・建築

業務内容電話番号課名等

都市計画の決定・変更
コミバス運行・都市交通事務
市街地再開発事業・住居表示事務

（２５２）７３７６
（２５２）８２８９
（２５２）７３２５

●都市計画課 
都市計画係 
都市計画係 
市街地整備係

都市公園等整備計画、緑地などの保全
公園、広場、緑地などの維持管理

（２５２）７２２１
（２５２）７２２２

●公園緑政課 
緑政係 
施設係

市有建物の設計・監督
建築確認、開発等事業
市営住宅の管理、運営

（２５２）７０２７
（２５２）７３９６
（２５２）７０３２

●建築住宅課 
建築係 
指導係 
市営住宅係

道路・水道・下水道 

業務内容電話番号課名等

道路の境界、占用、自費工事
道路の計画、新設、改良
道路、交通安全施設の維持補修
国道、県道の連絡調整

（２５２）８５６４
（２５２）８５７６
（２５２）８５７４
（２５２）７３５８

●道路課 
管理係 
整備係 
維持補修係 
国県道担当

上下水道の料金、上下水道の開始・休止
水道事業の収支報告

（２５２）７４８０
（２５２）７５１３

●水道経営課 
経営係 
経理係

水源・配水施設の運転管理、水質管理
給水装置工事、開発行為の協議指導
水道施設の設計、施工と維持管理

（２５２）７９１５
（２５２）７５０９
（２５２）７５１９

●水道施設課 
管理係 
 
工務係

公共下水道使用料、下水道指定工事店など届出
公共下水道施設の維持管理
公共下水道の整備

（２５２）８５４１
（２５２）８５８７
（２５２）８６２９

●下水道課 
業務係 
管理係 
整備係

教育 ･文化

業務内容電話番号課名等

学校関係予算の執行管理
学校施設の維持管理

（２５２）８３４７
（２５２）８３７５

●教育総務課 
庶務経理係 
施設係

児童生徒の就学、通学地域の設定
児童生徒の保健安全、学校給食

（２５２）８７３９
（２５２）８７４９

○学校教育課 
学務係 
保健給食係

生徒指導、進路、就学相談、教育課程
教職員の研修、教育相談、適応指導教室

（２５２）８７３２
（２５２）８４６０

○教育指導課 
指導係 
教育研究所

市民大学、市民自主企画など講座開設
市民芸術祭、文化団体の育成
文化財保護・市史編さんに関わること

（２５２）８４７２
（２５２）８４７６
（２５２）８４３１

●生涯学習課 
生涯学習係 
文化係 
市史文化財担当

その他

業務内容電話番号課名等

特定の政策の調査研究
在日米軍基地の対策

（２５２）７９６１
（２５２）８３０７

●特定政策推進室 
市政調査担当 
基地対策担当

市長・副市長の秘書、ほう賞・表彰（２５２）７５４４
●秘書課 
秘書係

総合計画、実施計画
行政改革、行政評価

（２５２）８２８７
（２５２）８０４４

●企画政策課 
企画政策係 
行政改革係

予算編成・執行管理、財政計画（２５２）８４０４
○財政課 
財政係

人事管理、職員採用試験
職員給与・福利厚生

（２５２）７９１１
（２５２）７９２１

●職員課 
人事研修係 
給与厚生係

庁舎・公用車維持管理、普通財産の管理
公共用地の取得、市有地の調査

（２５２）７８０１
（２５２）８６２６

●財産管理課 
財産管理係 
用地係

入札、契約、入札参加業者登録
工事の検査

（２５２）７０７１
（２５２）７０７１

●契約検査課 
契約係 
検査担当

電子計算機の運用
電子自治体
人口統計、統計調査

（２５２）７２３３
（２５２）８５３７
（２５２）８３７９

●情報システム課 
情報システム係 
情報企画係 
統計担当

商工業の振興、労働行政、観光の振興（２５２）７６０４
○商工観光課
　商工観光係

農業振興、市民農園管理、市民朝市（２５２）７６０１
○農政課 
農政係

公金の収入・支出事務（２５２）８０１２
○会計課 
会計係

議会運営（２５２）８８７２○議会事務局
選挙の執行に関すること（２５２）８４８１○選挙管理委員会事務局
定期監査・決算審査、出納検査など（２５２）７０５９○監査委員事務局
農地の保全・転用についての相談（２５２）７３９７○農業委員会事務局

市役所ダイヤルイン番号表（市外局番は０４６です）     ４月４日からご利用ください
　　　　　　 ※土曜・日曜日・祝日や夜間のお問い合わせは、従来どおり1０４６（２５５）１１１１（代表電話番号）をご利用ください。

４月から機構改革  課の配置や電話番号が一部で変わります 

～ より一層の市民サービス向上を目指して ～４月から機構改革

●は新設または名称変更した課（係名の変更も含む）
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市庁舎配置図 １Ｆ～６Ｆ
生活援護課、障がい福祉課、医療課、国保年金課、介護保険課、福祉長寿課、戸籍住民課、
会計課、広報広聴人権課（消費生活センター）１F

水道施設課、水道経営課、下水道課、
子育て支援課、保育課、固定資産税課、
収納課、市民税課、健康づくり課、
スポーツ課

秘書課、特定政策推進室、企画政策課、
財政課、市民協働課、安全防災課

文書法制課、職員課、契約検査課、
財産管理課、商工観光課、資源対策課、
環境政策課、農政課、農業委員会、
都市計画課、公園緑政課、建築住宅課、道路課

監査委員事務局、情報システム課、
教育総務課、学校教育課、教育指導課、
生涯学習課、教育研究所、
選挙管理委員会事務局
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防火・防災管理新規講習
　防火管理新規講習が次の日程で実施
されます。この講習を受講すると、防
火管理者（甲種）の資格を取得するこ
とができます。
　防災管理新規講習（単独講習）は、
防災管理に関する講習修了資格のみを
取得するための講習で、防災管理者に
選任されるためには、ほかに甲種防火
管理者の資格を有していることが必要
です。
〇受付期間　防火管理新規講習　４月４日（月）～８日（金）
　　　　　　防災管理新規講習　４月１１日（月）～１３日（水）
〇講習日　　防火管理新規講習　４月２７日（水）～２８日（木）
　　　　　　防災管理新規講習　５月１０日（火）
※講習場所など詳しくは、（財）日本防火協会ホームページ（URL=http:// 
www.n-bouka.or.jp/）でご確認ください。
担当　　　　　　　消防本部予防課　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

消費生活問題
困ったときは一人で悩まず市消費生活センターに相談を！
　市では、市消費生活センターを開設し、消費生活に関するさまざま
な相談をお受けしています。
　「多重債務」や「賃貸住宅の入居・退居のトラブル」「訪問販売で
商品を購入したが、取りやめにしたい」「インターネットを利用して
いたら、有料のサイトに登録されてしまった」など、消費生活に関す
る相談に応じ、相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提
供を行っています。また、必要に応じて各種相談機関に相談を案内す
る場合もあります。
　疑問に思ったり、困ったりしたときは消費生活センターにご相談く
ださい。

　４月４日から、座間市消費生活センターは市庁舎
１階に移ります。

担当　　　　　　　広報広聴人権課　1０４６（２５２）８２１８　5０４６（２５５）３５５０

仮仮称称「「座座間間市市暴暴力力団団排排除除条条例例」」
（（骨骨子子案案））ににごご意意見見をを

　市では、神奈川県暴力団排除条例（平成２３年４月１日施行）の施行に
合わせ、①暴力団の排除についての基本理念を定め、市の責務などを明
らかにすること②暴力団排除を推進するために必要な事項を定め、施策
の総合的な推進を図ることの２点を目的とする、仮称「座間市暴力団排
除条例」（骨子案）を作成しましたので、市民の皆さんのご意見を募集
します。
○意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所などを
有する法人またはその他の団体、意見公募手続きに係わる事案に利害
関係を有する方
○募集期間　４月１日（金）～５月６日（金）
○閲覧場所　市役所安全防災課、市役所市民情報コーナー、各出張所、
市公民館、北・東地区文化センター、各コミュニティセンターで骨子
案の閲覧が可
　※市ホームページでも閲覧できます。
○意見の提出方法　住所、氏名、電話番号を明記の上（書式自由）、５
月６日（金）までに必着で、郵送かファクス、電子メールまたは直接
担当へ
　※市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名、法人など
の団体は名称・所在地・代表者名を加えて記入してください。
【郵送】〒２５２ー８５６６　座間市役所安全防災課
【電子メール】pb３３_bouhan@city.zama.kanagawa.jp

担当　　　　　　　　　安全防災課　1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５２）７７７３

座間市消費生活センター
〇ところ　市役所１階広報広聴人権課内
○専用電話　1０４６（２５２）８４９０
○受付時間　毎週月曜～金曜日　午前９時３０分～正午・午後１時～
３時３０分（偶数月の第２水曜日は午後のみ）
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市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民リリリリリリリリリリリポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタターーーーーーーーーーー募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集
　皆さんが市内で見た出来事や風景を記事にして、“広報ざま”に掲載
してみませんか。
　あなたの視点で見た“座間”をリポートする市民リポーターを次のと
おり募集します。
○募集人数　３人
○応募資格　２０歳以上の市内在住者
○業務内容　広報ざま作成のための取材活動や写真撮影、原稿作成など
○委嘱期間　５月１日～平成２４年３月３１日（掲載は一人につき年３回程
度）

○謝礼　年額１万円
○選考方法　書類審査・面接
○応募方法　必要事項を記入した市販の履歴書（写真張り付け）、「わ
たしの好きな座間」をテーマにした写真１枚（組写真は３枚まで。カ
ラープリントでＬサイズ）と説明文（２００～３００字程度）を、４月１５日
（金）までに本人が市役所１階広報広聴人権課に持参
担当　　　　　　　広報広聴人権課　1０４６（２５２）８３２１　5０４６（２５２）０２２０

危険物取扱者試験・受験準備講習会
　次の日程で、危険物取扱者試験と同受験準備講習会を実施します。
危険物取扱者試験
〇と　き　６月１２日（日）午前９時３０分～午後５時
○ところ　東海大学湘南校舎（平塚市北金目４－１－１）
○試験の種類　甲種、乙種全類、丙種
○受験資格　乙種・丙種は制限なし
○申込方法　担当と北・東分署に備え付けの申請書に必要事項を記入し、
４月４日（月）より申請書に記載されているあて先に申請期間内に郵送
危険物取扱者試験受験準備講習会
○と　き　５月１５日（日）
○ところ　スカイアリーナ座間（市民体育館）
○対　象　乙種４種・丙種受験者
○定　員　５０人（先着順）
○受講料　９，０００円（テキスト代含む）
※受講料は「郵便振り込み」です。事前に電話で担当にお問い合わせ
ください。
○申込方法　担当と北・東分署に備え付けの申請書に必要事項を記入し、
４月４日（月）から５月１３日（金）までに直接担当へ（土曜・日曜日、
祝日を除く）

担当　　　　　　　消防本部予防課　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５



広報ざま【座間市のお知らせ】No.８７９　　平成２３年（２０１１年）４月１日●７ 

ZAMA

取 扱 金 融 機 関

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
が
清
潔
で

快
適
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に

公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
は
、
河
川
な
ど

の
水
質
を
保
全
し
、
周
辺
環
境

の
改
善
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

公
共
下
水
道
の
機
能
を
十
分
に

生
か
す
た
め
に
は
、
各
世
帯
の

接
続
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

入
谷
五
丁
目
・
小
松
原
一
丁

目
・
緑
ケ
丘
三
丁
目
・
南
栗
原

六
丁
目
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
で
す
。

詳
細
は
、
担
当
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
た
な
供
用
開
始
区

域
の
方
々
に
は
、
資
料
を
配
布

す
る
予
定
で
す
。
新
た
な
供
用

開
始
に
よ
り
市
内
の
整
備
面
積

の
合
計
は
、
千
百
九
十
六
・
〇

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
な
り
、
事
業

認
可
面
積
千
二
百
六
十
一
・
一

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
対
す
る
整
備

率
は
、
九
四
・
八
四
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
り
ま
し
た
。

　

下
水
道
法
で
は
、
公
共
下
水

道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
そ
の

土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
に

流
入
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
排

水
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
（
下

水
道
法
第
十
条
）
。
生
活
環
境

の
向
上
や
河
川
な
ど
の
水
を
よ

み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
も
、
未

接
続
世
帯
の
一
日
も
早
い
接
続

が
望
ま
れ
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
区
域
の
方
は
、

公
共
下
水
道
に
流
し
込
む
た
め

排
水
設
備
工
事
を
、
く
み
取
り

便
所
は
三
年
以
内
に
、
浄
化
槽

の
場
合
に
は
遅
滞
な
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
下
水
道
法
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
工

事
は
自
費
施
工
で
、
市
が
指
定

し
た
工
事
店
で
な
い
と
施
工
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

電　話金融機関名

1０４６（２５１）００３３さがみ農業協同組合座間支店

1０４６（２５３）１７３３さがみ農業協同組合栗原支店

1０４６（２５５）１２４１城南信用金庫相武台支店

1０４６（２５５）１１５５中央労働金庫座間支店

1０４６（２５４）６１１１平塚信用金庫座間支店

1０４２（７４４）１３３１平塚信用金庫相模台支店

1０４６（２５６）１１１０平塚信用金庫ひばりが丘支店

1０４６（２３１）１０８８平塚信用金庫海老名支店

1０４６（２５４）９１１１八千代銀行相武台支店

1０４６（２７４）７７７１八千代銀行南林間支店

1０４６（２５２）１１１１横浜銀行座間支店

1０４２（７４４）１２３１横浜銀行相模台支店

1０４６（２５１）５１５１横浜銀行座間駅前支店

　市税などの納付には、便利
で安全な口座振替を利用すれ
ば、納め忘れることや現金を
持って市役所や金融機関など
に出向く必要がありません。
口座振替が利用できる内容
は、右表のとおりです。詳し
くは、各担当にお問い合わせ
ください。

 ○口座振替の申込方法
　口座振替を希望する方は、右下表の取扱金融機関に
預（貯）金通帳と通帳印を持参の上、同窓口備え付け
の「座間市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、お
申し込みください。

※市外の取扱金融機関には、申込用紙が備え付けてあ
りません。事前に各担当または各出張所に申込用紙を
請求してください。

　口座振替を開始するときの目安としては、毎月１０日
までに申し込みをすれば、翌月の納期分から口座振替
になります。翌々月以降の開始を希望する場合は、申
込用紙の「振替開始希望日」の欄に希望日を記入して
ください。

担当　　　収納課　1０４６（２５２）８０２１　5０４６（２５５）３５５０

３／３１２／２８１／３１１２／２５１１／３０１０／３１９／３０８／３１７／３１６／３０５／３１４／３０

上記の日が、土曜・日曜日のときは月曜日。祝日のときはその翌日
４期　３期　２期　１期　固定資産税・都市計画税

４期３期２期１期市・県民税（普通徴収）
全期軽自動車税

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期国民健康保険税（普通徴収）

３月２月１月（注）
１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月市営住宅使用料

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期　　介護保険料（普通徴収）

１２期１１期１０期（注）
９期８期７期６期５期４期３期２期１期児童ホーム保護者負担金

（児童ホーム保育料）

１２期１１期１０期（注）
９期８期７期６期５期４期３期２期１期保育所保護者負担金

（保育園保育料）

９期８期７期（注）
６期５期４期３期２期１期　　後期高齢者医療保険料

振替種目と振替日一覧

（注）市営住宅使用料の１２月分、児童ホーム保護者負担金・保育所保護者負担金９期分およ
び後期高齢者医療保険料の６期分の納期限は、取扱金融機関などの１月最初の営業日です。

収納課　1０４６（２５２）８０２１
国保年金課　1０４６（２５２）７００３
建築住宅課　1０４６（２５２）７０３２
介護保険課　1０４６（２５２）７７１９

子育て支援課　1０４６（２５２）７９６９
保育課　1０４６（２５２）７２０２
医療課　1０４６（２５２）７２１３

・横浜銀行　　　　・さがみ農協　　　　　　・みずほ銀行　　　　・三菱東京ＵＦＪ銀行
・三井住友銀行　　・りそな銀行　　　　　　・埼玉りそな銀行　　・静岡銀行
・スルガ銀行　　　・三菱ＵＦＪ信託銀行　　・中央三井信託銀行　・住友信託銀行
・神奈川銀行　　　・静岡中央銀行　　　　　・八千代銀行　　　　・横浜信用金庫
・平塚信用金庫　　・城南信用金庫　　　　　・中央労働金庫　　　・ゆうちょ銀行・郵便局

○固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税について
○国民健康保険税について
○市営住宅使用料について
○介護保険料について
○児童ホーム保護者負担金について　
○保育所保護者負担金について　
○後期高齢者医療保険料について

担　当（問い合わせ先）

 ○口座振替の開始日

融資制度取扱金融機関

※横浜銀行での融資手続きは、相模大野支店で行います。

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
公
共
下
水
道
へ
の

接
続
の
促
進
や
水
洗
便
所
の
普

及
の
た
め
、
助
成
制
度
と
融
資

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
対
象

は
い
ず
れ
も
公
共
下
水
道
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
日
か

ら
三
年
以
内
に
工
事
す
る
方
で

す
。
助
成
・
融
資
額
は
次
の
と

お
り
で
、取
り
扱
い
金
融
機
関
は

左
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
助
成
制
度
〉

●
く
み
取
り
便
所
の
改
造
工
事

＝
く
み
取
り
口
一
カ
所
に
つ

き
一
万
円

●
家
屋
が
二
戸
以
上
あ
る
私
道

内
に
、
排
水
設
備
を
設
置
す

る
工
事
＝
工
事
費
の
三
分
の

二
以
内
の
額

〈
融
資
制
度
〉

●
住
宅
を
公
共
下
水
道
に
接
続

す
る
た
め
の
排
水
設
備
工
事

費
＝
限
度
額
五
十
万
円
（
無

利
子
）

新
た
な供用

開
始
区
域

接
続
は
市
民
の

義
務
で
す

工
事
は
必
ず

指
定
工
事
店
で

助
成
・
融
資
制
度

の
御
利
用
を

振替種目
振替日

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
が
清
潔
で
快
適
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、
公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
新
た
に
公
共
下
水
道
の
接
続
が
可
能
に
な
っ
た
区
域
や
、
接
続
に
当
た
っ
て
利
用
で
き

る
各
種
助
成
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
だ
公
共
下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い
世
帯
は
、
早
期
接
続
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

担
当 

下
水
道
課　

1
０
４
６（
２
５
２
）８
５
８
７　

5
０
４
６（
２
５
７
）４
１
５
５

公
共
下
水
道
区
域
が
広
が
り
ま
す

〜
早
期
接
続
で
快
適
な
生
活
を

公公
共共
下下
水水
道道
区区
域域
がが
広広
がが
りり
まま
すす

〜〜
早早
期期
接接
続続
でで
快快
適適
なな
生生
活活
をを

市税などの納付には
便利で安全な
口座振替のご利用を !

市税などの納付には市税などの納付には
便利で安全な便利で安全な
口座口座振替のご利用を振替のご利用を !!

公
共
下
水
道
で

快
適
な
環
境
を



4
日 月 火 水 木 金 土  

1
8
15
22
29

 
7
14
21
28

 
6
13
20
27

5
12
19
26

4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24

5
日 月 火 水 木 金 土  
1
8
15
22
29

7
14
21
28

6
13
20
27

5
12
19
26

4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。
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市公民館
1０４６（２５５）３１３１ 5０４６（２５２）２７７６

福祉に関する
論文（作文）・標語を募集

　日ごろから福祉について思ってい
る事、実際に体験した事などを募集
します。
○応募資格　市内在住・在勤・在学
者
○応募規定　▽論文（作文）＝４００字
詰め原稿用紙５枚以内▽標語＝一
人１点、いずれも自作品で未発表
のもの
○応募方法　作品に住所、氏名、ふ
りがな、年齢、性別、職業、電話
番号を記入し、６月３０日（木）ま
でに 〒２５２－８５６６市役所福祉長寿課
あて郵送または持参（応募作品は
返却しません）
※応募者全員に参加賞を贈呈するほ
か、優秀作品は９月に開催する福祉
大会に展示し表彰します。
担当　　　　　　　　　福祉長寿課
　1０４６（２５２）８２４７　5０４６（２５６）３６００

手話通訳者を設置

　市役所１階障がい福祉課内に４月
から手話通訳者を配置します。聴覚
障がい者に対して、市役所内での通
訳業務を行います。お気軽にお越し
ください。
○と　き　毎週金曜日午後１時～５
時１５分（祝日の場合は翌週月曜日）
担当　　　　　　　　障がい福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

県障害者スポーツ大会

　各競技とも、障害の種別ごとに分
かれていますので、初心者でも奮っ
てご参加ください。
○と　き　６月５日（日）午前９時
３０分～午後３時
○ところ　県立体育センタースポー
ツアリーナ（藤沢市善行７－１－
２）
○競技種目　身体・知的障害者卓球、
サウンドテーブルテニス
○申込方法　５月２日（月）までに
電話（聴覚障害者のみファクスも
可）または直接担当へ
担当　　　　　　　　障がい福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

ひとり親家庭や
障害児のための手当て

【児童扶養手当】
○対　象　両親の離婚や父母の死亡
（遺族年金受給者は除く）などに
よって父や母と生計を同じくして
いない１８歳未満の児童を養育して
いる方
※平成２３年４月から、障害基礎年
金の対象者は、同年金の子の加算
額か同手当のいずれかを受給でき
るようになりました。
【特別児童扶養手当】
○対　象　知的障害または身体障害

の状態にある児童を養育している
父母など

【共通事項】
○申込方法　直接担当へ
※支給要件と所得制限があります。
担当　　　　　　　　子育て支援課
　1０４６（２５２）７２０１　5０４６（２５２）７０４３

花とうるおいのある緑地づくり
参加団体募集

○応募資格　草花の世話を３年以上
していただける団体

○活動内容　花植えから年間を通し
て公園内の花壇の世話をする

※花壇と花苗などは市が提供します。
詳しい内容については担当にお問い
合わせください。
担当　　　　　　　　　公園緑政課
　1０４６（２５２）７２２１　5０４６（２５５）３５５０

座間市まち美化活動事業

　４月１日から、市が管理する道路
や下水道用地の清掃などのボランテ
ィア活動を支援し、地域にふさわし
いまちづくりを推進することを目的
として、「まち美化活動事業」を実
施します。この事業は、ボランティ
ア活動グループなどが、公共用地を
所管する課と協議後合意書を取り交
わし、合意場所の清掃、除草、草花
の植え付けなどをできる範囲で行っ
ていただくものです ｡
　市の支援は、希望するグループな
どに、必要な用具の支給または貸与
を行います。
担当　　　　　　　　　　　道路課
　1０４６（２５２）８５６４　5０４６（２５５）３５５０

水道料金・下水道使用料
支払いがますます便利に

　水道料金・下水道使用料の支払い
が、４月からＭＭＫ端末（マルチ・
メディア・キオスク）を設置したコ
ンビニエンスストアでも取り扱いが
可能となります。
　主な設置場所は、ＪＲや私鉄の駅、
病院内などにあるコンビニエンスス
トアで、ＭＭＫ設置店と表示されて
いる店舗です。
担当　　　　　　　　　水道経営課
　1０４６（２５２）７４８０　5０４６（２５７）４１５５

教育委員会４月定例会

○と　き　４月１２日（火）午前９時
３０分～
○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当　　　　　　　　　教育総務課
　1０４６（２５２）８３４７　5０４６（２５２）４３１１

移動図書館ひまわり号巡回日程

▼ひばりが丘南児童館＝２日・１６日
午後２時３０分～３時３０分▼ＮＴＴ栗
原社宅＝６日・２０日午前１０時３０分～
１１時３０分▼東原共同住宅８号棟前＝
７日・２１日午前１０時３０分～１１時３０分
▼相模が丘４丁目多目的広場＝８日・
２２日午前１０時３０分～１１時３０分▼中原
小学校＝１３日午後２時４５分～３時３０
分▼小松原１丁目児童遊園地＝１４日・

２８日午前１０時３０分～１１時３０分▼東原
小学校＝１５日＝午後２時５５分～３時
４５分▼相模野小学校＝２０日午後２時
５５分～３時３０分▼入谷小学校＝２１日
＝午後２時５０分～３時４５分▼栗原小
学校＝２２日午後２時４５分～３時４５分
※雨天中止。学校への巡回は時間が
変更になる場合があります。
担当　　　　　　　　　　　図書館
　1０４６（２５５）１２１１　5０４６（２５２）５７０４

大和斎場からのお知らせ

　４月中旬から７月末まで、火葬棟
待合室トイレの全面改修に伴い、同
トイレの使用ができなくなります。
会葬者には大変ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、改修期間中のトイレ使用場
所は、張り紙や看板などでご案内し
ます。
担当　　　　　　　　健康づくり課
　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０

ざま市民朝市

　地元農家が生産した新鮮な野菜
や、市の特産品などを販売する朝市
を次のとおり開催します。
○と　き　４月１０日、２４日いずれも
日曜日午前７時～８時（雨天決行）

○ところ　市役所ふれあい広場（雨
天時は市役所１階アトリウム）

○販売品　地場産野菜、農産物加工
品、肉、肉加工品、花き、市指定
特産品ほか

○持ち物　マイバック（買い物袋）
担当　　　　　　　　　　　農政課
　1０４６（２５２）７６０１　5０４６（２５５）３５５０

♪今月のロビーコンサート♪
｢花に寄せて ｣

○と　き　４月１３日（水）午後０時
３０分～０時５０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○演奏曲　シューマン作曲「子ども
の情景」より「異国から」、平井康
三郎作曲「幻想曲さくらさくら」、
小林秀雄作曲「蕎麦の花」ほか

○演奏者　ピアノ田原愛麗さん・西
山喜美子さん、ソプラノ三廻部浩
子さん

担当　　　　　　　　　生涯学習課
　1０４６（２５２）８４７６　5０４６（２５２）４３１１

◆公民館 おもちゃの病院
○と　き　４月１６日（土）午前１０時～
正午（受け付けは午前１１時３０分まで）
○内　容　壊れたおもちゃの修理
（修理できない物もあります）

○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　２０組（先着順）
○持ち物　筆記用具
○費　用　無料（部品代などがかか
る場合があります）

○参加方法　当日、直接同館へ

◆公民館ふれあい農園
○と　き　４月９日～平成２４年３月
１１日毎月・日曜日午前９時３０分～
正午（４月９日のみ土曜日）の全
１４回
○ところ　市公民館、農園
○内　容　自然の風を感じながら、
畑の土作りから苗の育て方までを
学び季節の野菜を作る

○講　師　園芸研究家　金崎公哉さ
ん

○対　象　市内在住・在勤者（小学
生の親子参加・個人参加どちらも
可）

○定　員　２４組（申込順）
○参加費　年額　６，０００円（種・苗・
肥料代として）

○申込方法　４月８日（金）までに
電話、ファクスまたは直接同館へ

◆ほんとうにはじめてのパソコン講
座

○と　き　５月７日～２８日毎週土曜
日午前９時３０分～午後０時３０分（全
４回）

○内　容　パソコンの機能を知り、
メールやインターネットを体験す
る

○対　象　市内在住・在勤のパソコ
ン初心者で全４回出席できる方
（市公民館、地区文化センターの
パソコン講座未受講者に限る）

○定　員　１６人（多数抽選）
○参加費　１，８５０円（テキスト代ほか）
○講　師　座間市パソコンサポート
クラブ

○申込方法　４月１７日（日）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆子どもおはなし会
○と　き　毎週水曜日午前１１時～１１
時３０分

○内　容　『おはなしサークルたん
ぽぽ』による絵本の読み聞かせ、
手遊び、紙芝居など

○入　場　自由
◆平成２３年度あすなろ大学入学希望
者説明会

○と　き　４月２２日（金）午後１時
３０分～３時３０分
○内　容　あすなろ大学（高齢者学
級）の内容と申込方法の説明

○対　象　６０歳以上で年間を通して
金曜日の講座に出席できる方

○申込方法　４月２０日（水）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆森のデジカメ写真絵本作りワーク
ショップ

○と　き　４月２３日（土）午前１０時
～午後３時

○内　容　写真家小寺卓矢さんと写
真絵本を作って楽しく遊ぶ

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１ 5０４２（７４７）８５４２

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１ 5０４６（２５３）０７８９

図書館
1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

広報ざま【座間市のお知らせ】No.８７９　　平成２３年（２０１１年）４月１日●８ 

みんなの広場 

サークル会員募集 

と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と午後１時
～３時３０分

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時３０分
～９時
毎月第２・第３・第４水曜日午後１時３０分
～４時３０分

１２日夜
１３日　
１９日夜
２０日　
２６日夜
２７日　

弁 護 士

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分２１日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１４日
２１日

行 政 書 士
（相続・遺言書）

毎月第４木曜日午前９時～正午２８日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（７日まで受け付け）８日分譲マンション

（近隣・管理組合）

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時３０分
市 民 一 般

担当　広報広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１２日人 権

市役所１階
広報広聴人権課

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～正午と午後１時
～５時１５分ドメスティック

バイオレンス
担当　広報広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３

市役所４階４－１会議室
偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時
（電話予約制。１８日までに（社）かながわ住
まい・まちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

１９日住まい探し
（高　齢　者）

担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階障がい福祉課

毎週火曜・金曜日午後１時～５時
（予約制（電話可））

障 害 児 者
（身体・知的）

毎週火曜・木曜・金曜日午前１０時～正午と
午後１時～３時（予約制（電話可））障 害 者

就 労 支 援
担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２

ふれあい会館２階毎月第３木曜日午前１０時～午後３時２１日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４

市役所２階子育て支援課
相談専用電話

1０４６（２５５）０５００

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～４時児 童

市役所２階子育て支援課毎週月曜～金曜日午前９時～午後５時
母子・父子家庭

担当　子育て支援課 1０４６（２５２）７２０１

青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時
教 育

担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

市役所５階教育指導課毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午
午後１時～５時（予約制（電話可））

就 学
（障害児対象）

1０４６（２５９）２１６４
（電話相談のみ）毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時子どもいじめ

ホットライン
担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

相談はいずれも無料です。

４月の相談日（祝日は除く）

○対　象　小学生以上（低学年は保
護者同伴）、デジタルカメラを持
参できる方

○定　員　３０人（申込順）
○材料費　５００円
○申込方法　４月１日（金）から電
話、ファクスまたは直接同館へ

◆健康づくり課非常勤職員
○募集人数　１人
○応募資格　パソコン操作（エクセ
ル・ワード）ができる方

○業務内容　狂犬病予防注射、犬の
登録、猫の避妊助成などの事務

○勤務期間　４月１日から１年間
○賃　金　時給９５２円
○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入し、４
月１１日（月）までに本人が直接担
当に持参

担当　　　　　　　　健康づくり課
　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０
◆市立保育園 臨時・非常勤保育士
非常勤給食調理員、一般事務職員

○募集人数　①臨時保育士若干名②
非常勤保育士若干名③④非常勤給
食調理員兼庁務作業員（ひばりが
丘保育園・緑ケ丘保育園）若干名
⑤一般事務職員

○応募資格　①～②保育士資格所持
者⑤パソコンの操作ができる方

○勤務期間　①雇用から半年間（更
新あり）②～⑤雇用～平成２４年３
月３１日

○勤務日時　①平日の午前８時３０分
～午後５時、担当により土曜日（月
１回程度、平日振替休）とローテ
ーション勤務あり（平日は午前７
時３０分～午後４時、午前１０時３０分
～午後７時、土曜日は午前７時３０
分～午後４時、午前１０時～午後６
時３０分）②平日の午前７時３０分～
午後７時の間の４時間で早朝と夕
方、土曜日は午前７時３０分～午後
１時、午後１時～６時３０分の間の
５時間３０分で午前または午後勤務
③平日の午前８時３０分～午後５時、
土曜日は午前８時３０分～午後０時
３０分（週３日程度の勤務）④土曜
日の午前８時３０分～午後０時３０分
（平日勤務の場合あり）⑤平日の午
前９時～午後４時３０分

○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項と希望職種を
記入し、４月１５日（金）までに、
本人が直接担当に持参（①②は保
育士証の写しを添付）

担当　　　　　　　　　　　保育課
　1０４６（２５２）７２０２　5０４６（２５２）７０４３

太陽光発電の余剰電力買取制度
　家庭や事業所などで太陽光により
発電された電気のうち、使用しなか
った電気の買い取りを電力会社に義
務付ける「太陽光発電の余剰電力買
取制度」がスタートしています。買
取に必要な費用は、「太陽光発電促進
付加金」という項目で、電気料金の
一部として、電気を使うすべての方
にご負担（月に約３００キロワット時の
電気使用で約９円）をお願いしてお
ります。今後のさらなる太陽光発電
の普及拡大を、国民全体で支援する

ために本制度へのご理解をお願いし
ます。▽問い合わせ先＝経済産業省・
資源エネルギー庁・再生可能エネルギ
ー推進室1０５７０（０５７）３３３・６月以降
は1０３（３５０１）１５１１（内線４４５５～４４５８）
○やとやま講座パート１ 原木しい
たけ作り体験

▽とき＝４月９日（土）午前１０時～
正午（雨天時１６日）▽ところ＝県立
座間谷戸山公園・里山体験館横広場
▽内容＝園内の樹林地で伐採した間
伐材を原木として使い「ホダ木」を
作り、しいたけの種駒を打ち込む▽
定員＝５組（申込順）▽参加費＝３００円
（材料代）▽申込方法＝電話で同公
園管理事務所1０４６（２５７）８３８８へ
○体験「自彊術」講習会

じ きょう じゅつ

▽とき＝４月１６日（土）午後１時３０
分～３時３０分▽ところ＝東地区文化
センター▽内容＝万病克服の健康体
操と療法の自彊術を学ぶ▽対象＝健
康の維持・増進、病弱な方▽定員＝
３０人（申込順）▽参加費＝３００円▽持
ち物＝敷物（バスタオルなど）、動
きやすい服装、５本指ソックス▽申
込先＝東地区文化センター1０４６
（２５３）０７８１▽問い合わせ先＝1０４６
（２５４）１３２８（清水）
○市春季ソフトテニス大会
▽とき＝５月８日（日）午前８時３０
分～（雨天時は６月５日（日））▽
ところ＝ひまわり公園テニスコート
▽種目＝Ａ級～Ｃ級、一般男女、男
子・女子ダブルス▽競技方法＝予選
リーグ、決勝トーナメント（７ゲー
ムマッチ）▽参加資格＝市内在住・
在勤・在学者、市ソフトテニス協会
加盟団体員▽費用＝参加費１組１６００
円、登録費一人年間５００円▽申込方法
＝４月２４日（日）までに電話で1０４６
（２５５）８７２８（松尾）へ
○春季山野草展
▽とき＝４月２２日（金）～２４日（日）午
前１０時～午後４時▽ところ＝ハーモ
ニーホール座間▽内容＝春の山野草
展示会▽入場＝自由▽問い合わせ先
＝1０４６（２５３）６２２２（鈴木）
○消費者住宅セミナー
▽とき＝４月２４日（日）午後１時３０
分～４時３０分▽ところ＝大和市勤労
福祉会館▽内容＝家づくりとリフォ
ームセミナー▽対象＝どなたでも▽
定員＝３０人（申込順）▽参加費＝５００円
（資料代）高齢者・障害者は無料▽
申込方法＝電話で1０４５（８０３）５６０４▽
問い合わせ先＝1０４６（２５６）０２９９（尾
関）
○大和市民吹奏楽団第３３回定期演奏
会

▽とき＝５月１日（日）午後２時開
演▽ところ＝ハーモニーホール座間
▽内容＝Ｊ・バーンズ ｢交響曲第２
番 ｣ほか演奏▽対象＝どなたでも▽
定員＝１３００人▽入場＝自由▽問い合
わせ先＝1０４６（２６１）４５８８（志澤）
○さがみフィルハーモニック第９回
定期演奏会

▽とき＝５月８日（日）午後１時３０
分開演▽ところ＝ハーモニーホール
座間▽内容＝英雄、白鳥の湖より「こ
うもり序曲」▽対象＝どなたでも▽
定員＝１３１０人▽入場＝自由▽問い合
わせ先＝1０４６（２５４）０１６７（市村）

○着付けサークル よそおい
▽とき＝毎月２回火曜日午前１０時～
正午▽ところ＝青少年センター▽対
象＝２０歳以上の女性▽会費＝月額
１０００円▽連絡先＝ 1０４６７（７４）２４１９
（鈴木）
○モロハフラダンス
▽とき＝原則毎週金曜日午後７時３０
分～８時３０分▽ところ＝立野台コミ
ュニティセンター▽対象＝どなたで
も▽会費＝月額１５００円▽連絡先＝
1０４６（２５３）４８７５（白尾）
○セントラル・ソフトボールクラブ
▽とき＝毎月３回日曜日午前８時３０
分～１０時３０分▽ところ＝相模川スポ
ーツ広場、立野台小学校ほか▽対象
＝２５歳～７２歳▽会費＝月額１０００円
▽連絡先＝15０４６（２５５）４３１０（丸山）
○俳句「白桐会」
▽とき＝毎月第１水曜日午後１時～
４時▽ところ＝県立座間谷戸山公園
パークセンター▽内容＝俳句の鑑
賞、創作▽対象＝どなたでも（初心
者歓迎）▽会費＝月額５００円▽連絡
先＝1０４６（２５３）４７８８（生澤）
○ダンス座間
▽とき＝毎週火曜日午後６時３０分～
９時４５分▽ところ＝市公民館▽内容
＝社交ダンス▽対象＝経験者（男性
歓迎）▽会費＝月額２０００円、入会金
２０００円▽連絡先＝1０４６（２５７）９０７６
（五十嵐）

○みんな元気になれる空手教室
▽とき＝毎週日曜日午後５時～７時
３０分▽ところ＝相模が丘小学校体育
館▽対象＝４歳以上▽会費＝月額
２０００円、入会金２０００円▽連絡先＝
1０４２（７４１）７４４４（山本）
○エアロビクス「フレンズ」
▽とき＝毎週金曜日午後４時～６時
▽ところ＝東地区文化センター▽対
象＝どなたでも▽会費＝月額２，０００
円、入会金１０００円▽連絡先＝1０４６
（２３１）６７５０（岩崎）
○さがみ野ウクレレ
▽とき＝原則木曜日午前１０時～正午
▽ところ＝東原コミュニティセンタ
ー▽対象＝どなたでも▽会費＝１回
７５０円、入会金１０００円▽連絡先＝1０４６
（２５３）５１２８（笠原）
○リラックス・ヨガ「アラハム」
▽とき＝毎月８回月曜・水曜・木曜・
金曜日午前１０時～１１時３０分、午後１
時～２時３０分▽ところ＝市民健康セ
ンターほか▽対象＝１５歳以上▽会費
＝回数に応じて月額８００～２６００円、
入会金１０００円▽連絡先＝1０９０（４２２２）
３６７８（篠嶋）
○童謡・唱歌を歌う会
▽とき＝毎月第１・第３水曜日午前
１０時～１１時４５分▽ところ＝サニープ
レイス座間▽会費＝月額１０００円、入
会金１０００円▽連絡先＝1０４６（２５３）
５２４３（高林）
○草月流いけばな むらさきの会
▽とき＝原則毎月２回木曜日午前１０
時～正午▽ところ＝相武台コミュニ
ティセンター▽会費＝月額２０００円▽
連絡先＝1０４６（２５３）０８９８（富岡）

おわびと訂正
　本紙３月１５日号４面に掲載しまし
た「食生活改善推進員養成講座」の
⑩の日程に誤りがありました。
　正しくは、平成２４年１月２６日（木）
です。おわびして訂正します。
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都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、

都
市
計
画
法
第
十
八
条
の
二
に

基
づ
い
た「
市
町
村
の
都
市
計
画

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」で
あ

り
、
市
民
・
事
業
者
と
行
政
の

「
共
通
の
都
市
づ
く
り
の
指
針
」

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

今
後
の
土
地
利
用
の
規
制
・

誘
導
、
道
路
・
公
園
な
ど
の
整

備
、
自
然
環
境
の
保
全
、
安
全

性
の
向
上
な
ど
、
本
市
の
都
市

づ
く
り
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ

い
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　

前
計
画
で
は
、
人
口
の
増
加

や
経
済
の
成
長
を
背
景
に
、
市

街
地
の
拡
大
や
成
長
す
る
都
市

へ
の
対
応
が
前
提
と
な
っ
た
都

市
づ
く
り
の
方
向
性
が
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
人
口
減
少
社
会
へ

の
移
行
な
ど
の
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
を
背
景
に
、
都
市
づ
く

り
の
視
点
も
、こ
れ
ま
で
の「
都

市
の
成
長
」
を
前
提
と
し
た
都

市
づ
く
り
か
ら
、
都
市
機
能
の

維
持
・
改
善
に
主
眼
を
置
く「
都

市
の
成
熟
化
」
に
向
け
た
都
市

づ
く
り
へ
と
移
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
改
定
計
画

で
は
前
計
画
を
継
承
し
つ
つ
、

「
人
口
減
少
社
会
や
本
格
的
な

高
齢
社
会
の
到
来
」
「
経
済
・

産
業
構
造
の
変
化
」
「
環
境
負

荷
の
軽
減
」
と
い
っ
た
時
代
の

要
請
に
対
応
し
な
が
ら
、
将
来

に
わ
た
り
持
続
的
に
発
展
す
る

都
市
の
構
築
を
目
指
し
、
「
都

市
の
将
来
像
」
と
し
て
「
自
然
・

歴
史
・
文
化
と
調
和
し
た　

暮

ら
し
快
適
魅
力
あ
る
ま
ち
」
を

掲
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
「
都
市
の
将
来
像
」

に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
の
実
現
を

目
指
し
、
「
自
然
・
歴
史
・
文

化
を
生
か
し
た
ま
ち
」
「
誰
も

が
暮
ら
し
て
み
た
い
と
思
う
ま

ち
」
「
持
続
的
に
発
展
す
る
ま

ち
」
「
市
民
と
と
も
に
あ
る
ま

　

お
お
む
ね
二
十
年
先
を
見
据
え
た
都
市
づ
く
り
の
基
本
方

針
で
あ
る
「
ざ
ま
の
ま
ち
づ
く
り
〜
座
間
市
都
市
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
〜
（
平
成
十
三
年
三
月
策
定
）
」
を
「
第
四
次
座
間

市
総
合
計
画
」
の
策
定
に
合
わ
せ
、
改
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

改
定
に
当
た
っ
て
は
、
「
市
民
意
識
調
査
」
、
「
各
種
団

体
・
地
域
別
懇
談
会
」
、
「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」、「
地

域
別
説
明
会
」
、
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
な
ど
を
実
施

さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
貴
重
な
ご
意
見

を
も
と
に
素
案
を
策
定
し
、
都
市
計
画
審
議
会
で
の
諮
問
・

答
申
を
経
て
改
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内

容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

担
当　
　
　

都
市
計
画
課　
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６
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ち
」
の
四
つ
の
「
都
市
づ
く
り

目
標
」を
掲
げ
ま
す
。

○
将
来
土
地
利
用（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）

　

都
市
づ
く
り
目
標
の
実
現
に

向
け
て
、
地
域
特
性
を
踏
ま
え

た
秩
序
あ
る
土
地
利
用
誘
導
を

図
る
観
点
か
ら
、
将
来
土
地
利

用
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
「
市

街
地
ゾ
ー
ン
」
「
田
園
・
自
然

環
境
ゾ
ー
ン
」
「
利
用
調
整
ゾ

ー
ン
」
の
３
ゾ
ー
ン
を
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。

○
拠
点
の
配
置

　

都
市
機
能
の
集
積
状
況
や
地

域
特
性
、
役
割
な
ど
を
踏
ま
え

つ
つ
、
本
市
の
都
市
づ
く
り
を

先
導
す
る
地
区
と
し
て
「
中
心

拠
点
」
「
地
域
拠
点
」
「
産
業
・

研
究
拠
点
」
「
歴
史
・
文
化
の

拠
点
」
「
緑
の
拠
点
」
の
５
拠

点
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

○
軸
の
配
置

　

本
市
の
骨
格
を
形
成
す
る
道

路
を「
広
域
都
市
連
携
軸
」「
生

活
軸
」に
、
鉄
道
を「
公
共
交
通

軸
」
に
、
本
市
の
自
然
的
な
骨

格
を
な
す
河
川
や
連
続
性
の
あ

る
緑
地
な
ど
を「
自
然
環
境
軸
」

に
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

全
体
構
想
は
、
「
将
来
都
市

構
造
で
位
置
づ
け
た
ゾ
ー
ニ
ン

グ
な
ど
の
特
徴
と
、
将
来
の
変

容
を
踏
ま
え
た
都
市
づ
く
り
方

針
を
示
し
て
い
ま
す
。

○
土
地
利
用
の
方
針

○
市
街
地
整
備
の
方
針

○
都
市
施
設
の
整
備
・
改
善
方

針
○
自
然
・
都
市
環
境
の
形
成
方

針
○
景
観
の
形
成
方
針

○
都
市
防
災
の
方
針

　

地
域
別
構
想
は
、
「
都
市
づ

く
り
の
目
標
」
お
よ
び
「
全
体

構
想
」
を
基
に
、
地
域
ご
と
の

都
市
づ
く
り
方
針
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
こ
の
方
針
を
地
域
住

民
と
行
政
が
相
互
に
共
有
す
る

こ
と
で
、
地
域
に
根
ざ
し
た
都

市
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

市
民
・
事
業
者
な
ど
と
の
協

働
に
よ
る
都
市
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、
市
民
参
加
を
促
す
取

り
組
み
や
仕
組
み
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、
個
々
の
計
画
立

案
や
実
施
事
業
の
取
り
組
み
を

効
果
的
に
進
め
ま
す
。

　

な
お
、
本
計
画
は
、
長
期
に

わ
た
る
計
画
の
継
続
と
状
況
変

化
へ
の
弾
力
的
な
対
応
の
双
方

を
考
慮
し
、
市
全
体
の
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
と
な
る
「
第
四
次

　５月４日に開催される「第
２７回わんぱく相撲座間場所」
に出場する小学生を募集しま
す。
　同場所は、学年別に優勝を
争う勝ち抜きトーナメント戦
です。
○と　き　５月４日（水）午
前８時３０分～午後４時３０分
○ところ　相模川グラウンド
　特設土俵（雨天時は座間小学校体育館）
○対　象　市内または近郊に在住・在学の小学生男子
○定　員　２００人（申込順）
○申込方法　指定の申込書に必要事項を記入の上、４月２２日（金）ま
でに郵送またはファクスで〒２５２－００２４入谷５－１８５８－１　座間青
年会議所わんぱく相撲座間場所事務局　5０４６（２５４）２８２８へ

○問い合わせ先　同事務局　1０４６（２５４）７９９９（電話は火曜・金曜日の
午前１１時～午後５時）

担当 青少年課
1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

座
間
市
総
合
計
画
」
の
計
画
期

間
が
終
了
す
る
平
成
三
十
二
年

度
を
め
ど
に
検
証
し
、
必
要
に

応
じ
て
見
直
す
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

わわんんぱぱくく相相撲撲座座間間場場所所 参加者募集

将来都市構造図

電電気気自自動動車車をを３３台台導導入入ししままししたた
～～１１台台はは防防犯犯パパトトロローールル車車ととししてて利利用用～～
　市では、排気ガスを出さない環
境に配慮した電気自動車を３台納
入しました。これらは公用車とし
て利用しますが、そのうちの１台
を防犯パトロール車として、市の
巡回パトロールや、皆さんの自主
的な防犯パトロールのサポートを
していきます。

担当 安全防災課　1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５２）７７７３

新新入入学学児児童童・・園園児児をを交交通通事事故故かからら守守るる運運動動
　４月５日～１１日　

○重点項目　「新入学児童・園児の交通事故防止」「全ての座席のシ
ートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」

担当 市交通安全対策協議会（安全防災課内）
1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５２）７７７３

二
十
年
先
を
見
据
え
た
ざ
ま
の
ま
ち
づ
く
り

〜
座
間
市
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
改
定
し
ま
し
た
〜
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推
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●「座間市都市マスタープラン」ご覧ください ●
　今回ご紹介した同プランは、市ホームページで全文を公開し
ています。
　なお、今後は、市役所４階都市計画課、１階市民情報コーナ
ーと各出張所、市公民館、北・東地区文化センターでの閲覧や
ご希望の方への概要版の無料配布をする予定です。
　市民の皆さんとともに進める都市づくりの手がかりとして、
ぜひ計画をご覧ください。
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